
提出 ＊
○ 受付

ない。
○ ○ ○

審査庁の決定 審査請求書の送付
　　　　　　却下 ＊

○ ○ 要件審査

○ 再検討
裁決書謄本の
送付

諮問
○ ○ ○ ○

認容 ＊

通知
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 　　周知 弁明意見書の提出の求め
○ ○ ○ ＊

周知 弁明意見書の提出
○ ○ ○

　　　　　　弁明意見書の写しの送付
○ ○ ○

　　　　　　反論意見書の提出の求め
○ ○

　　　　　　反論意見書の提出
○ ○

周知 反論意見書の写しの送付
○ ○ ○ ○

　　　　　　　　　　　　　意見陳述の機会の付与
○ ○ ＊

周知 意見陳述の機会の付与
○ ○ ○

　 出席
　　　　出席 ○ ○ 意見陳述

○ ○

＊

○ 調査審議 ＊
周知

○

　　　　　答申
○ ○ ＊

答申書の写しの送付
○ ○

・
周知

○ 裁決 ○ ・

　　裁決書謄本の
　　写しの送付

○ ○ ○

＊

裁決書謄本の送付

とき、又は審査請求を認容するとき

対し対象公文書のほか、審査会が指

審　査　庁（諮問庁）

審査会は、審査請求人等から申出が

定する方法により分類・整理した資料

（公開決定等を取り消し、又は変更し、
公文書の全部を公開するときに限
る。）は、審査会に諮問する必要はな
い（ただし、当該公開決定等について

人等に通知しなければならない。

第三者から反対意見書が提出されて

査をすることができる。

審査請求は、公開決定等の処分が
あったことを知った日の翌日から起算

情報公開審査会

審査請求に係る事務の流れ

備考
事　務　局

（情報公開室）
審査請求人 事務担当課

して３か月以内に行わなければなら

審査請求が不適法であり却下する

審査会の答申を受けたときは、これを
尊重して、答申があった日の翌日から
起算して30日以内に、裁決をしなけれ

が当該公文書の公開に反対の意思を

あったときは、口頭で意見を述べる機
会を与えなければならない。

を提出するよう求めるなど、必要な調

いるときを除く。）。

日から起算して30日以内にしなけれ
諮問は、審査請求があった日の翌

ばならない。

裁決書（原本）は審査庁において保管

審査庁は、諮問をした旨を審査請求

場合は、審査請求に対する裁決との
間に少なくとも２週間を置く。

表示している場合に限る）。

審査請求に係る公開決定等を変更し、

審査会は、答申の内容を公表する。

審査会は、必要に応じて、実施機関に

する。

する旨の裁決（第三者である参加人

ばならない。

次のいずれかに該当する裁決をする

を却下し、又は棄却する裁決
公開決定に対する第三者の審査請求

当該公開決定等に係る公文書を公開

審査請求書

裁決書

意見陳述の

機会を付与する

通知書

反論意見書

弁明意見書の

提出を求める

通知書

反論意見書の

提出を求める

通知書

答申書

弁明意見書

審査会

諮問

通知書

諮問書

裁決書
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